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(57)【要約】
【課題】安全かつ簡易にシート材の切断加工や折り目加
工を行うことができ、且つ、精密な加工が可能なシート
材の加工方法および加工装置を提案すること。
【解決手段】水溶紙からなるシート材Ｓを、液滴吐出ヘ
ッド４のノズルによる水の滴下位置Ａに位置合わせし、
シート材Ｓを搬送しながら液滴吐出ヘッド４を駆動して
シート材Ｓの切断線Ｌに沿って液滴吐出ヘッド４のノズ
ルから水を滴下する。滴下した水がシート材Ｓに浸透す
ると、浸透部分Ｂのバインダーが溶解するので、切断線
Ｌの位置でシート材Ｓを切断可能になる。水を滴下する
際には、一度に大量に滴下せず、所定時間間隔で微量ず
つ滴下することにより、水の浸透部分Ｂが面方向に拡が
らないようして精密に切断する。浸透部分Ｂがシート材
Ｓの裏側まで貫通しないようにすれば、折り目を作成で
きる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液滴吐出ヘッドを用いて、加工対象のシート材を溶解あるいは脆弱化させるシート材溶
解液を前記シート材の切断目標位置または折り曲げ目標位置に沿って滴下して、前記シー
ト材を前記切断目標位置または前記折り曲げ目標位置に沿って切断可能あるいは折り曲げ
可能にすることを特徴とするシート材の加工方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のシート材の加工方法において、
　前記液滴吐出ヘッドを用いて、前記シート材溶解液を前記シート材の同一位置の部分に
所定の時間間隔で所定の滴下量ずつ複数回滴下し、
　前記時間間隔、前記滴下量、および滴下回数を、前記シート材の面方向および／または
厚さ方向への前記シート材溶解液の浸透範囲を所定の範囲とするように決定することを特
徴とするシート材の加工方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のシート材の加工方法において、
　前記シート材溶解液の滴下に先行して、前記液滴吐出ヘッドまたは別体の液滴吐出ヘッ
ドから前記切断目標位置または前記折り曲げ目標位置に沿って前処理液を滴下して浸透さ
せ、
　前記シート材における前記前処理液が浸透した部分と浸透していない部分との境界部分
に前記シート材溶解液を滴下して浸透させることを特徴とするシート材の加工方法。
【請求項４】
　請求項３に記載のシート材の加工方法において、
　前記切断目標位置または前記折り曲げ目標位置を挟む近接した２本のライン上に前記前
処理液を滴下して、近接した２本の線状の前処理液浸透部分を形成し、
　当該２本の線状の前処理液浸透部分に挟まれている前記前処理液が浸透していない部分
に前記シート材溶解液を滴下して浸透させることを特徴とするシート材の加工方法。
【請求項５】
　請求項３または４に記載のシート材の加工方法において、
　前記前処理液は硬化性インクであり、
　前記シート材溶解液の滴下前に、前記シート材における前記硬化性インクの浸透部分を
硬化処理して前記硬化性インクを固着させることを特徴とするシート材の加工方法。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかの項に記載のシート材の加工方法において、
　前記シート材は水溶性バインダーおよび製紙用繊維材を含有している水溶紙であり、
　前記シート材溶解液は水であることを特徴とするシート材の加工方法。
【請求項７】
　請求項３または４に記載のシート材の加工方法において、
　前記シート材は水溶性バインダーおよび製紙用繊維材を含有しているアルカリ性の水溶
紙であり、
　前記シート材溶解液は水であり、
　前記前処理液は、前記アルカリ性の水溶紙を不溶化させる酸性水溶液であることを特徴
とするシート材の加工方法。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかの項に記載のシート材の加工方法において、
　前記シート材を反転させることにより、前記シート材の切断目標位置に表面側と裏面側
からそれぞれ前記シート材溶解液を滴下して、前記シート材を切断可能にすることを特徴
とするシート材の加工方法。
【請求項９】
　請求項１ないし７のいずれかの項に記載のシート材の加工方法において、
　前記切断目標位置に沿って、前記シート材溶解液の浸透部分を、前記シート材を貫通し
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ない深さで連続した線状に形成し、
　当該線状の浸透部分の上から前記シート材溶解液を点線状にさらに滴下して当該滴下位
置のシート材を貫通するように浸透させることにより、前記切断目標位置に沿ってミシン
目を形成することを特徴とするシート材の加工方法。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれかの項に記載のシート材の加工方法において、
　前記シート材溶解液を滴下する液滴吐出ヘッドまたは別体の液滴吐出ヘッドによる前記
シート材への印刷を、前記シート材溶解液の滴下に先行してあるいは同時進行で行うこと
を特徴とするシート材の加工方法。
【請求項１１】
　シート材溶解液を滴下する液滴吐出ヘッドと、
　当該液滴吐出ヘッドに対向している滴下位置を通過するように前記シート材を搬送可能
なシート材搬送機構と、
　前記シート材の切断目標位置または折り曲げ目標位置を示す加工データが入力される制
御部と、を有し、
　当該制御部は、前記加工データに基づいて前記液滴吐出ヘッドおよび前記シート材搬送
機構を制御することにより、請求項１ないし１０のいずれかの項に記載のシート材の加工
方法によって前記シート材を切断あるいは折り曲げ可能にすることを特徴とするシート材
加工装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のシート材加工装置において、
　印刷用インクを吐出する液滴吐出ヘッドを有し、
　当該液滴吐出ヘッドは、前記シート材溶解液を滴下する液滴吐出ヘッドと同一あるいは
別体の液滴吐出ヘッドであり、
　前記制御部には印刷データが入力され、
　前記制御部は、当該印刷データに基づく前記シート材への印刷を、前記シート材溶解液
の滴下に先行してあるいは同時進行で行うことを特徴とするシート材加工装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙やフィルムなどのシート材を切断したりミシン目状の切り取り線や折り目
などを形成するためのシート材の加工方法およびシート材加工装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、紙などのシート材から所定形状のシートを切り抜くためのカッティング装置とし
て、ヘッドに取り付けたカッターの刃先をＸＹ方向に走査することにより所定のアウトラ
インに沿ってシート材を切断するカッティングプロッタ方式の装置が用いられている。例
えば、特許文献１には、シート状媒体をローラで挟んで搬送することによりＸ方向に移動
させ、カッティングペンを搭載したキャリッジをＹ軸方向に移動させることにより、シー
ト状媒体に印刷された図柄のアウトラインに沿ってカッティングペンの刃先を移動させて
図柄部分を切り抜くカッティングプロッタが記載されている。
【特許文献１】特開２００８－１０５３１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来のカッティング装置はカッター刃などの刃物を備えており、取り扱いに注意を要す
るという問題点があった。また、従来のカッティング装置は印刷機能を備えていないため
、シート材に印刷してから印刷部分のカッティングを行う場合には、予め別のプリンタで
印刷を行った後にカッティング装置に印刷済みのシートをセットしてカッティングを行う
ことになる。そのため、印刷用とカッティング用の２つの装置が必要になり多くの機材が
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必要になるという問題点があった。また、プリンタから排出された印刷済みのシート材を
カッティング装置にセットする手間がかかり、カッティング作業完了までに時間がかかる
という問題点があった。
【０００４】
　また、特許文献１のカッティングプロッタは定型のはがき大シート専用機であるため、
シートをセットした後にカッティング動作の原点位置にカッティングペンを位置合わせす
る動作は省略されているが、異なるサイズやフォーマットのシートに対してカッティング
を行うためには、通常は、トンボ（クロップマーク）などの目印をシートの余白などに印
刷しておき、カッティング装置にシート材をセットするときにこの目印の読み取りを行っ
てシートの位置合わせを行う必要がある。そのため、カッティング装置に目印の読み取り
手段を設ける必要があるため、装置の構成が複雑になるという問題点があった。また、読
み取り工程によって作業工程が複雑化し、カッティング作業完了までに時間がかかるとい
う問題点があった。
【０００５】
　また、従来のカッティング装置にはシート材に折り目をつける機能を備えたものはない
ため、折り目加工を行うことができないという問題点があった。
【０００６】
　本発明の課題は、このような点に鑑みて、刃物を用いない安全かつ簡易な構成の装置で
シート材の切断加工や折り目加工を行うことが可能なシート材の加工方法およびシート材
加工装置を提案することにある。
【０００７】
　また、本発明の他の課題は、印刷と切断あるいは折り目付けなどの加工を少ない機材で
行うことができ、印刷開始から切断加工あるいは折り目加工完了までにかかる時間を短縮
できるシート材の加工方法およびシート材加工装置を提案することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明のシート材の加工方法は、
　液滴吐出ヘッドを用いて、加工対象のシート材を溶解あるいは脆弱化させるシート材溶
解液を前記シート材の切断目標位置または折り曲げ目標位置に沿って滴下して、前記シー
ト材を前記切断目標位置または前記折り曲げ目標位置に沿って切断可能あるいは折り曲げ
可能にすることを特徴としている。
【０００９】
　本発明では、このように、シート材溶解液を液滴吐出ヘッドにより滴下することにより
、滴下部分を溶解あるいは脆弱化させてシート材を切断可能あるいは折り曲げ可能にして
いる。従って、カッターなどの刃物を用いることなく、安全かつ速やかにシート材の切断
加工を行うことができる。また、シート材を部分的に溶解させるようにシート材溶解液を
滴下することにより、従来は実現できなかった折り目加工も可能である。また、カッター
などの刃物をシート材に対してＸＹ方向に走査する機構を設ける必要がなく、印刷装置な
どに用いられる液滴吐出ヘッドを用いて切断や折り目加工を行うことができるので、加工
装置を従来よりも簡素な構成にすることができる。
【００１０】
　本発明において、前記液滴吐出ヘッドを用いて、前記シート材溶解液を前記シート材の
同一位置の部分に所定の時間間隔で所定の滴下量ずつ複数回滴下し、前記時間間隔、前記
滴下量、および滴下回数を、前記シート材の面方向および／または厚さ方向への前記シー
ト材溶解液の浸透範囲を所定の範囲とするように決定するとよい。シート材溶解液を一度
に同一位置に多量に滴下すると、その浸透範囲がシート材の面方向に広がりやすくシャー
プな切断線や折り目を形成することができないが、シート材溶解液を微量ずつに分けて所
定の時間間隔で複数回滴下することにより、シート材溶解液の面方向への拡散を抑制でき
る。そして、シート材溶解液の滴下量や時間間隔、滴下回数などを適宜設定することによ
り、シート材溶解液が所望の状態に浸透するようにコントロールすることができる。よっ
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て、シャープな切断線や折り目を実現でき、精密な切断加工や折り目加工を行うことがで
きる。
【００１１】
　本発明において、前記シート材溶解液の滴下に先行して、前記液滴吐出ヘッドまたは別
体の液滴吐出ヘッドから前記切断目標位置または前記折り曲げ目標位置に沿って前処理液
を滴下して浸透させ、前記シート材における前記前処理液が浸透した部分と浸透していな
い部分との境界部分に前記シート材溶解液を滴下して浸透させるように構成してもよい。
切断目標位置あるいは折り曲げ目標位置に沿って先に前処理液を浸透させることにより、
当該浸透部分にシート材溶解液が拡散しないようにすることができる。よって、前処理液
が浸透した部分と浸透していない部分との境界に沿ってシート材溶解液を滴下することに
より、よりシャープな切断線や折り目を実現でき、より精密な切断加工や折り目加工を行
うことができる。また、前処理液を滴下するための液滴吐出ヘッドをシート材溶解液用の
液滴吐出ヘッドと兼用可能すれば、簡素な構成の装置で上記のようなシート材の加工方法
を実現できる。
【００１２】
　この場合に、前記切断目標位置または前記折り曲げ目標位置を挟む近接した２本のライ
ン上に前記前処理液を滴下して、近接した２本の線状の前処理液浸透部分を形成し、当該
２本の線状の前処理液浸透部分に挟まれている前記前処理液が浸透していない部分に前記
シート材溶解液を滴下して浸透させるようにしてもよい。このようにすると、シート材溶
解液の面方向の拡散範囲を前処理液を先に浸透させた２本のラインの間の細い領域に限定
できるので、よりシャープな切断線や折り目を実現でき、より精密な切断加工や折り目加
工を行うことができる。
【００１３】
　また、上記のような前処理を行う場合には、前記前処理液は硬化性溶液であり、前記シ
ート材溶解液の滴下前に、前記シート材における前記硬化性溶液の浸透部分を硬化処理し
て前記硬化性溶液を固着させるようにしてもよい。このように、硬化性溶液によってシー
ト材溶解液の浸透部分との境界部分を固化させれば、切断後のシート材の端辺部分が鋭利
な形状に保たれ、この端辺部分がほつれにくくなる。特に、２本のライン状に硬化性溶液
を浸透させてこれらの浸透部分を硬化して固化させると、シート材溶解液により溶解され
ないシート材中のパルプ繊維などを切断時に短く千切ることができるので、切断後のシー
ト材の端面からパルプ繊維などが長く飛び出さず、毛羽立った状態にならない。よって、
更にシャープな切断部を実現でき、更に精密な切断加工を行うことができる。
【００１４】
　ここで、本発明における前記シート材は水溶性バインダーおよび製紙用繊維材を含有し
ている水溶紙であり、前記シート材溶解液は水である。また、前記シート材は水溶性バイ
ンダーおよび製紙用繊維材を含有しているアルカリ性の水溶紙であり、前記シート材溶解
液は水であり、前記前処理液は、前記アルカリ性の水溶紙を不溶化させる酸性水溶液であ
る。このように、シート材溶解液として水を用いることができれば、水溶性インクを吐出
する印刷用の液滴吐出ヘッドを水の滴下用に兼用することができるので、水溶性インクに
よる印刷と水の滴下による切断加工あるいは折り目加工を１つの液滴吐出ヘッドで行うこ
とができる。また、酸性水溶液により前処理部分を不溶化させることができれば、前処理
部分の溶解を確実に防止できる。よって、精密な加工が可能になる。
【００１５】
　また、本発明において、前記シート材を反転させることにより、前記シート材の切断目
標位置に表面側と裏面側からそれぞれ前記シート材溶解液を滴下して、前記シート材を切
断可能にするように構成してもよい。このように、シート材の表裏からシート材溶解液を
滴下することにより、厚いシート材の精密な切断が可能になる。
【００１６】
　更に、前記切断目標位置に沿って、前記シート材溶解液の浸透部分を、前記シート材を
貫通しない深さで連続した線状に形成し、当該線状の浸透部分の上から前記シート材溶解
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液を点線状にさらに滴下して当該滴下位置のシート材を貫通するように浸透させることに
より、前記切断目標位置に沿ってミシン目を形成することも可能である。
【００１７】
　本発明において、前記シート材溶解液を滴下する液滴吐出ヘッドまたは別体の液滴吐出
ヘッドによる前記シート材への印刷を、前記シート材溶解液の滴下に先行してあるいは同
時進行で行うとよい。このように、印刷と切断加工あるいは折り目加工を連続してあるい
は同時進行で行うことにより、シート材の再セットや再位置合わせなどの工程や、そのた
めのクロップマーク読み取りなどの工程を省略できる。よって、短時間で印刷と切断加工
あるいは折り目加工を完了させることができる。
【００１８】
　また、上記問題点を解決するために、本発明のシート材加工装置は、
　シート材溶解液を滴下する液滴吐出ヘッドと、
　当該液滴吐出ヘッドに対向している滴下位置を通過するように前記シート材を搬送可能
なシート材搬送機構と、
　前記シート材の切断目標位置または折り曲げ目標位置を示す加工データが入力される制
御部と、を有し、
　当該制御部は、前記加工データに基づいて前記液滴吐出ヘッドおよび前記シート材搬送
機構を制御することにより、上記各構成のシート材の加工方法によって前記シート材を切
断あるいは折り曲げ可能にすることを特徴としている。
【００１９】
　本発明のシート材加工装置において、印刷用インクを吐出する液滴吐出ヘッドを有し、
当該液滴吐出ヘッドは、前記シート材溶解液を滴下する液滴吐出ヘッドと同一あるいは別
体の液滴吐出ヘッドであり、前記制御部には印刷データが入力され、前記制御部は、当該
印刷データに基づく前記シート材への印刷を、前記シート材溶解液の滴下に先行してある
いは同時進行で行うように構成するとよい。このようにすると、印刷と切断あるいは折り
目加工を同一装置で行うことができ、使用する機構を共通化することができる。よって、
少ない機材で印刷と切断加工あるいは折り目加工を行うことができる。また、シート材の
再セットや再位置合わせなどの工程や、そのためのクロップマーク読み取りなどの工程を
省略できる。よって、短時間で印刷と切断加工あるいは折り目加工を完了させることがで
きる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、カッターなどの刃物を用いることなく、安全かつ速やかにシート材の
切断加工を行うことができる。また、シート材を部分的に溶解させるようにシート材溶解
液を滴下することにより、従来は実現できなかった折り目加工も可能である。また、カッ
ターなどの刃物をシート材に対してＸＹ方向に走査する機構を設ける必要がなく、印刷装
置に用いられる液滴吐出ヘッドを用いて切断や折り目加工を行うことができるので、加工
装置を従来よりも簡素な構成にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に、図面を参照して、本発明の実施形態に係るシート材加工装置およびシート材の
加工方法について説明する。
【００２２】
（シート材）
　まず、本実施形態のシート材加工装置の加工対象となるシート材Ｓについて説明する。
シート材Ｓは、木材パルプ繊維などの製紙用繊維材に水溶性バインダーを加えて抄紙など
の製紙方法によりシート状に成形した合成紙である。このシート材Ｓは、水により溶解す
る水溶紙である。
【００２３】
　より詳しく説明すると、シート材Ｓは、水が浸透した部分の水溶性バインダーが溶解し
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てパルプ繊維間の水素結合が解消することにより、水が浸透した部分はばらばらになった
パルプ繊維だけが残り、脆弱化した状態になる。従って、シート材Ｓの上から線状に水を
滴下することにより線状の水の浸透部分を形成し、当該浸透部分をシート材Ｓの裏側まで
貫通させれば、この浸透部分を切断線としてシート材を切断できるようになる。また、水
の滴下量を少なくして水を紙の裏側まで浸透させないようにすれば、水を滴下したライン
に沿ってシート材を見かけ上薄くすることができ、当該部分で簡単にシート材Ｓが折り曲
げられるようになる。よって、シート材に折り目を形成することができる。この場合、脆
弱化した部分を除去すれば、滴下した部分のシート材を薄くすることができ、より好まし
い。
【００２４】
　なお、シート材Ｓとして、水溶性のでんぷんやゼラチン、ＰＶＡなどの水溶性樹脂をフ
ィルム状に成形したものを用いても良い。また、溶解温度を適宜設定可能なＰＶＯＨなど
の水溶性樹脂を用いてもよい。この場合、溶解温度に温度制御した水を滴下することによ
り、シート材を切断することができる。
【００２５】
（シート材加工装置）
　次に、シート材加工装置について説明する。図１は、シート材加工装置の概略構成図で
ある。シート材加工装置１は、装置フレーム内のシート材搬送経路２に沿ってシート材Ｓ
を搬送する搬送機構３と、この搬送機構３によるシート材搬送経路２上の滴下位置Ａにノ
ズル面を向けて配置された液滴吐出ヘッド４と、液滴吐出ヘッド４を搭載しており、滴下
位置Ａでシート材搬送経路２を横断する方向に往復移動するキャリッジ５およびその駆動
機構６と、これらの各機構を制御する制御部７などを備えている。
【００２６】
　搬送機構３は、シート材搬送経路２上の滴下位置Ａに液滴吐出ヘッド４のノズル面と所
定のギャップを隔てて対向配置されたプラテン８と、プラテン８の搬送方向上流側および
搬送方向下流側の各位置に配置された紙送りローラ対９、１０と、紙送りローラ対９、１
０を駆動する紙送りモータ１１などを備えている。紙送りローラ対９、１０は、この紙送
りモータ１１によって同期して回転駆動され、装置外から供給されたシート材Ｓをプラテ
ン８上の滴下位置Ａを通ってシート材搬送経路２上に沿って一方向に送り、再び装置外に
排出する。
【００２７】
　また、シート材加工装置１は、各種溶液や水などを封入した複数個の溶液パックや水パ
ックなどを収容したカートリッジ１２を装着するためのカートリッジ装着部１３を備えて
いる。カートリッジ１２をカートリッジ装着部１３に装着すると、カートリッジ装着部１
３側に設けられた供給針がカートリッジ１２内の溶液パックや水パックの供給口に差込接
続される。供給針は液滴吐出ヘッド４から延びる可撓性の供給流路に接続されているので
、液滴吐出ヘッド４のノズルに溶液パックや水パック内の各液体が供給される。
【００２８】
　シート材加工装置１の制御部７には、ホストコンピュータなどの外部装置１４から印刷
データや加工データが入力される。制御部７は、これらの印刷データや加工データに基づ
いてヘッドドライバを介して液滴吐出ヘッド４を駆動制御することにより、印刷データや
加工データにおいて指示されたタイミングで、指示された量の溶液や水を液滴吐出ヘッド
４のノズルから吐出することができる。
【００２９】
　また、制御部７は、モータドライバを介して駆動機構６が備えるキャリッジモータや搬
送機構３の紙送りモータ１１を駆動制御する。制御部７は、シート材搬送経路２の所定位
置に設けられたフォトセンサなどの検出手段からの検出出力に基づいて外部から供給され
たシート材Ｓの位置を検出し、当該検出した位置に基づいて紙送りモータ１１を制御する
ことにより、印刷データや加工データにおいて指示されたシート材Ｓ上の印刷位置や加工
位置を、液滴吐出ヘッド４による溶液や水の滴下位置Ａに位置合わせすることができる。
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また、キャリッジ５に搭載された液滴吐出ヘッド４を印刷データや加工データに従ってシ
ート材Ｓの搬送動作に連動させて移動させることにより、シート材Ｓ上の印刷位置や加工
位置に、指示されたタイミングで指示された量だけ溶液や水を滴下可能にすることができ
る。
【００３０】
　なお、後述する熱硬化性溶液を用いた加工を行うために、シート材加工装置１のカート
リッジ１２内の溶液パックにレジン溶液などの熱硬化性溶液を充填可能とし、液滴吐出ヘ
ッド４に熱硬化性溶液を吐出するノズルを設けると共に、吐出された熱硬化性溶液が浸透
したシート材Ｓの部分を加熱して固着させるサーマルヘッド１５（図６、７参照）を追加
した構成にしてもよい。また、後述するシート材Ｓを反転させて切断する加工を行うため
に、搬送機構３に両面印刷用プリンタと同様の反転機構を追加してシート材Ｓを反転可能
にしてもよい。また、水を滴下して脆弱化したシート材が搬送中に破損するのを防止する
ために、搬送トレイの上にシート材Ｓを載せて搬送トレイごとシート材搬送経路２上を搬
送するように搬送機構３を構成してもよい。
【００３１】
　なお、熱硬化性溶液の他に、常温硬化型（速乾性）溶液、紫外線（ＵＶ）硬化型溶液、
電子線（ＥＢ）硬化型溶液でも同様に適応可能である。それぞれを吐出した後、特性に合
った硬化処理を施して固着すればよい。
【００３２】
（シート材の加工方法）
　次に、上記構成のシート材加工装置１によるシート材Ｓの加工方法について説明する。
まず、シート材Ｓから所定形状のモデルＳ１を切り抜く切断加工を行う場合について説明
する。図２（ａ）はシート材Ｓの平面図、図２（ｂ）はシート材Ｓの断面図（Ｘ－Ｘ断面
図）である。図２（ａ）に示す切断線Ｌ（加工線）はモデルＳ１の輪郭線である。まず、
外部装置１４においてモデルＳ１に対応する切断線Ｌの形状および配置を含む加工データ
を生成し、シート材加工装置１に出力する。制御部７は、外部装置１４から入力された加
工データを解析して切断線Ｌの形状および配置をイメージデータに展開し、バッファに格
納する。
【００３３】
　次に、制御部７は、シート材Ｓ上の切断線Ｌに対応する部分を滴下位置Ａに位置合わせ
する。そして、液滴吐出ヘッド４の駆動機構６および搬送機構３を駆動制御して切断線Ｌ
に沿って液滴吐出ヘッド４の水吐出用のノズルを移動させながら、このノズルから微量の
水（シート材溶解液）の液滴を滴下する。これにより、切断線Ｌの位置に線状に水が滴下
され、図２（ｂ）に示すように、切断線Ｌの位置に水の浸透部分Ｂが形成される。ここで
、切断加工を行う場合には、浸透部分Ｂがシート材Ｓを貫通する程度の量となるように、
水の滴下量を調整する。
【００３４】
　切断線Ｌへの水の滴下が完了したら、搬送機構３によりシート材Ｓをシート材加工装置
１から排出する。排出後のシート材Ｓは、切断線Ｌの部分（浸透部分Ｂ）が水溶性のバイ
ンダーのみ溶解してばらばらになったパルプ繊維だけでつながった状態になっており、手
で引っ張るだけで切断線Ｌを境にシート材Ｓを分断可能な程度にまで脆弱化している。従
って、引っ張り力等によってパルプ繊維を分離させるだけで、切断線Ｌに沿ってモデルＳ
１を切り抜くことができる。
【００３５】
　このように、本実施形態では、シート材溶解液を液滴吐出ヘッド４により滴下すること
により、滴下部分を溶解し脆弱化させてシート材Ｓを切断可能にしている。従って、カッ
ターなどの刃物を用いることなく、安全かつ速やかにシート材Ｓの切断加工を行うことが
できる。また、加工時にカッターの刃を方向転換させながら走査する必要がないので、加
工時間が短くて済む。また、本実施形態のシート材加工装置１の液滴吐出ヘッド４および
その駆動機構６は、従来のカッティング機構に比べて簡素かつ小型な構成にすることがで
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きるので、装置の簡素化および小型化が可能である。
【００３６】
（精密加工方法）
　上記の切断方法では、水の浸透部分Ｂを溶解させてパルプ繊維だけが残った状態にして
当該部分でシート材Ｓを分断可能にするので、水が切断線Ｌの線幅からはみ出した形状に
拡散して浸透してしまうと、切断後のモデルＳ１の端辺部分は浸透した部分が欠けた形状
になってしまう。従って、切断後のモデルＳ１の端辺部分がシャープな形状になるように
精密に切断するためには、水を、切断線ＬよりもモデルＳ１の内側にはみ出さないように
浸透させるなどの工夫を行う必要がある。以下、このような精密加工方法（１）～（４）
について説明する。
【００３７】
（１）水の滴下制御による精密加工方法
　浸透部分Ｂの形状は、制御部７による水の滴下位置と滴下タイミング、および滴下量の
制御によってコントロールすることができる。具体的には、制御部７は、切断線Ｌ上の各
位置に一度に滴下する水の量をごく微量にして、微量の滴下を所定時間以上の時間間隔で
複数回行うようにシート材加工装置１の各部を制御する。図３（ａ）～（ｄ）は水の滴下
制御による精密加工方法の説明図である。微量ずつ水を滴下すると、図３（ａ）に示すよ
うに、最初に滴下された水は、図３（ｂ）に示すように、シート材Ｓの面方向にはそれほ
ど拡がらない。そして、図３（ｃ）に示すように、所定時間経過後（最初の水が浸透した
後）に滴下した次の微量の水は、図３（ｄ）に示すように、シート材Ｓの面方向ではなく
厚さ方向に浸透してゆく。
【００３８】
　このように、所定時間間隔でごく微量ずつ複数回に分けて水を滴下すると、最初に滴下
した浸透部分は、滴下されていない他の部分と比べて浸透しやすいので、浸透部分Ｂが面
方向には広がらず、底部に向かってシート材Ｓの厚さ方向に浸透してゆく。よって、この
ような滴下方法を切断線Ｌの全部分について行えば、切断線Ｌの線幅からはみ出さない細
い浸透部分Ｂを形成することができる。これにより、切断後のシート材Ｓの端辺部分をシ
ャープな形状にすることができ、精密な切断加工が可能になる。なお、図３では滴下回数
を２回に分けているが、厚いシート材の場合にはさらに滴下回数を増加させればよい。ま
た、１回に滴下する液滴量をさらに微量にすれば、浸透部分Ｂをさらに細くすることがで
きる。このように、１回に滴下する液滴量と滴下回数、および時間間隔を、シート材Ｓの
材質、厚さなどに応じて適宜設定することにより、浸透部分Ｂの形状を適宜コントロール
することができる。
【００３９】
（２）前処理による精密加工方法
　水の滴下位置の近傍にすでに他の液体が浸透していると、滴下した水は溶液などの他の
液体が浸透している部分には拡散しにくい。このことを利用して、切断線Ｌに沿って予め
他の液体を滴下して浸透させておく前処理を行い、この前処理後に切断線Ｌ上に水を滴下
することにより、水の浸透範囲を限定することができる。
【００４０】
　図４はこの精密加工方法の説明図である。まず、図４（ａ）に示すように、液滴吐出ヘ
ッド４のノズルの１つに着色用溶液（前処理液）を供給し、このノズルから、切断線Ｌに
沿ってシート材Ｓに着色用溶液を線状に滴下して、シート材Ｓの裏側まで浸透させる。こ
のとき、着色用溶液の滴下位置を、切断線Ｌの真上よりも、ややモデルＳ１側寄りに設定
することにより、着色用溶液の浸透部分Ｃの側端が、ほぼ切断線Ｌの真上となるように着
色用溶液の滴下位置および滴下量を調整する。
【００４１】
　次に、図４（ｂ）に示すように、液滴吐出ヘッド４の他のノズルから、切断線Ｌのほぼ
真上となる着色用溶液が浸透した領域（浸透部分Ｃ）と浸透していない領域との境界部分
に沿って水を滴下する。これにより、図４（ｃ）に示すように、着色用溶液の浸透部分Ｃ
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には水が拡散せず、モデルＳ１の外側に広がる細い領域にのみ水が浸透する。このように
、予め他の溶液を滴下することにより、滴下しない場合と比べて水の浸透部分Ｂの幅を細
くすることができる。また、同時に着色用溶液によるモデルＳ１の輪郭部分の着色を行う
ことができる。
【００４２】
　ここで、図５に基づき、前処理によって更にシャープな切断部を形成する方法について
説明する。まず、図５（ａ）に示すように、切断線Ｌを中心とする細い領域のみを残して
、その両側にそれぞれ溶液を滴下して２本の近接した線状の浸透部分Ｃ１、Ｃ２を形成す
る。このとき、滴下する溶液として、無色透明溶液あるいは撥水性溶液などを使用するこ
とができる。浸透部分Ｃ１、Ｃ２はシート材Ｓの裏側まで貫通していなくてもよく、溶液
の浸透は表面部分だけであってもよい。
【００４３】
　次に、図５（ｂ）に示すように浸透部分Ｃ１、Ｃ２の間に水を滴下すると、浸透部分Ｃ
１、Ｃ２があるために水は面方向に拡散せず、細い幅でシート材Ｓの厚さ方向に浸透して
ゆく。これにより、図５（ｃ）に示すように細い水の浸透部分Ｂがシート材Ｓを貫通して
形成される。このように、切断線Ｌの両側に溶液を滴下することにより、水の浸透部分Ｂ
の幅を更に細く限定することができる。
【００４４】
　なお、使用する溶液は無色透明溶液あるいは撥水性溶液に限定されず、着色用溶液や他
の溶液を用いてもよい。また、図４の方法で用いる溶液も着色用溶液に限定されず、無色
透明溶液や撥水性溶液を用いても良い。無色透明溶液を用いれば浸透部分Ｃ、Ｃ１、Ｃ２
の色をシート材Ｓの地色のままにしておくことができる。また、他の溶液による着色に影
響を与えないようにすることができる。また、撥水性溶液を用いれば、浸透部分Ｃ、Ｃ１
、Ｃ２への水の浸透をより確実に防止できる。
【００４５】
（３）熱硬化性溶液による精密加工方法
　次に、切断後のシート材Ｓの端辺部分が毛羽立たないようにして、よりシャープな切断
加工を行う精密加工方法について説明する。本方法と上記（２）で説明した各方法との相
違点は、本方法では、前処理用の溶液として熱硬化性溶液を用いると共に、この熱硬化性
溶液の滴下後に、その浸透領域をサーマルヘッドなどにより加熱して熱硬化性溶液をシー
ト材Ｓに固着させる工程を挿入したことである。
【００４６】
　図６、７は熱硬化性溶液を用いた精密加工方法の説明図である。図６（ａ）および図７
（ａ）は熱硬化性溶液の滴下工程であり、図６（ｂ）および図７（ｂ）はサーマルヘッド
１５による熱硬化性溶液の浸透部分Ｄ、Ｄ１、Ｄ２の固化工程である。また、図６（ｃ）
および図７（ｃ）は水の滴下工程である。なお、図７に示す切断線Ｌの両側に熱硬化性溶
液を滴下する方法では、熱硬化性溶液をシート材を貫通するように浸透させている。
【００４７】
　このように、熱硬化性溶液を浸透させてシート材Ｓにおける水の浸透部分Ｂとの境界部
分を固化させると、切断後のモデルＳ１の端辺部分が熱硬化性溶液によりコーティングさ
れて鋭利な形状に保たれ、ほつれにくくなる。特に、２本のライン状に熱硬化性溶液を浸
透させてこれらの浸透部分Ｄ１、Ｄ２を加熱して固化させると、水では溶解されないシー
ト材Ｓ中のパルプ繊維を、切断線Ｌに沿ってシート材Ｓを分断する時に短く千切ることが
できる。よって、モデルＳ１の端面からパルプ繊維などが長く飛び出さず、モデルＳ１の
端面が毛羽立った状態にならない。よって、更にシャープな切断部を実現でき、更に精密
な切断加工を行うことができる。
【００４８】
（４）不溶化液による精密加工方法
　本方法では、上記（２）の方法における前処理液として、水溶紙であるシート材Ｓを不
溶化させる不溶化液を用いる。例えば、シート材Ｓとして、成形後にアルカリで処理する
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ことにより水に溶けやすくする加工を行ったアルカリ紙を用いた場合には、不溶化液とし
て、ｐＨ２～３程度の酸性水溶液を用いる。これにより、酸性水溶液の浸透部分を不溶化
し、水による溶解を確実に防止できる。よって、溶かしたくない部分を予め不溶化させる
ことにより、精密な加工を行うことができる。
【００４９】
（ミシン目加工）
　次に、シート材Ｓにミシン目状の切断部を形成する場合について説明する。図８にミシ
ン目状の切断部の形成工程を示す。ミシン目状の切断部を形成する場合には、水の滴下を
図８（ａ）（ｂ）、図８（ｃ）（ｄ）のような２工程に分けて行う。まず、図８（ａ）（
ｂ）に示す第１工程では、ミシン目ラインに沿って連続した線状に水を滴下し、このとき
、ミシン目ライン上の各位置における水の滴下量を、シート材Ｓへの浸透部分Ｂの深さが
シート材Ｓの厚さの半分程度になるようにする。そして、図８（ｃ）（ｄ）に示す第２工
程では、ミシン目の形状に沿って所定の間隔で所定の長さずつ点線状に水を滴下し、浸透
部分Ｂが所定の間隔で点線状にシート材Ｓを貫通するようにする。これにより、シート材
Ｓにミシン目が形成される。
【００５０】
（折り目加工）
　次に、シート材Ｓに折り目を作成する場合について説明する。ミシン目加工における上
記第１工程と同様の工程により、シート材Ｓに折り目を作成することが可能である。図９
（ａ）は折り目加工を行うシート材の平面図、図９（ｂ）はその断面図（Ｙ－Ｙ断面図）
である。このシート材Ｓには、切断線Ｌに加えて折り目線Ｌ１が設定されている。折り目
線Ｌ１に沿って図８（ａ）（ｂ）の工程と同様に所定の深さの浸透部分Ｂを形成すること
により、折り目線Ｌ１の部分の厚さを他の部分よりも見かけ上薄くする。これにより、折
り目線Ｌ１の部分でシート材Ｓが折れやすくなる。
【００５１】
（厚手のシート材の切断方法）
　図１０は厚手のシート材の切断方法の説明図である。シート材Ｓが厚い場合には、水が
なかなか裏面側まで浸透せず、面方向に広がってしまって精密な加工が難しい。また、水
を裏面側まで浸透させるのに時間がかかり、加工に手間がかかる。そこで、厚いシート材
Ｓを切断する場合には、図１０（ａ）（ｂ）に示すように、まずシート材Ｓの表面側から
切断線Ｌ上に水を滴下して、所定の深さまで浸透させる。その後、シート材Ｓを反転させ
て切断線Ｌを再び滴下位置Ａに位置合わせし、切断線Ｌの位置に裏面側から水を滴下する
。これにより、表面側からの水の浸透部分と裏面側からの水の浸透部分がつながり、シー
ト材Ｓを切断できるようになる。
【００５２】
（印刷工程を含むシート材の加工方法）
　ここで、上記説明した各加工方法を、シート材Ｓへの印刷工程と連動させて１つの装置
で行う方法について説明する。シート材加工装置１のカートリッジ１２に印刷用インクを
封入したインクパックをセットすることにより、液滴吐出ヘッド４のノズルに印刷用イン
クを供給する。これにより、液滴吐出ヘッド４によってシート材Ｓに印刷を行うことが可
能になる。
【００５３】
　外部装置１４は、上記加工データと共に印刷データを生成し、シート材加工装置１に出
力する。制御部７は、外部装置１４から入力された加工データおよび印刷データを解析し
て切断線Ｌの形状および配置、および、印刷内容をイメージデータに展開し、バッファに
格納する。そして、印刷データに基づくシート材Ｓへの印刷工程を、水の滴下工程あるい
は前処理液の滴下に先立って行う。印刷完了後、シート材Ｓの切断線Ｌを滴下位置Ａに位
置合わせし、上記各加工方法と同様に、前処理液や水などを滴下して切断加工あるいは折
り目加工を行う。
【００５４】
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　このようにすれば、印刷と切断あるいは折り目加工を同一装置で行うことができ、使用
する機構を共通化することができる。よって、少ない機材で印刷と切断加工あるいは折り
目加工を行うことができる。また、シート材Ｓの再セットや再位置合わせなどの工程や、
そのためのクロップマーク読み取りなどの工程を省略できる。よって、短時間で印刷と切
断加工あるいは折り目加工を完了させることができる。
【００５５】
　なお、シート材Ｓへの印刷用インクと水の滴下あるいは前処理液の滴下を同時進行で行
うことにより、さらに加工時間を短縮させることも可能である。また、上記方法では液滴
吐出ヘッド４を用いて印刷と加工を行ったが、印刷用の液滴吐出ヘッドと加工用の液滴吐
出を別体にしてもよい。また、水の滴下用と前処理液の滴下用の液滴吐出ヘッドを別体に
してもよい。
【００５６】
（本実施形態の応用）
　本実施形態のシート材加工装置およびシート材の加工方法は、このように、印刷と切断
や折り目加工を１台の装置で一度に行うことができるので、ペーパークラフト作成やラベ
ル、ステッカーなどの作成に便利である。また、材料となる水溶紙に光触媒機能や有害物
質吸着機能などを持たせたり、消臭剤、芳香剤などを添加することにより、空気清浄機能
や消臭、芳香機能を持つペーパークラフトなどの紙製品を作成できる。
【００５７】
　ペーパークラフト作成のための加工においては、シート材Ｓの切断部の端面が完成品の
ペーパークラフトの外部から見える部位に用いられることがある。そこで、このような切
断部に沿って印刷を行う場合には、印刷用のインクをシート材Ｓの裏側まで浸透させるよ
うに当該切断部への印刷用インクの滴下量を制御するとよい。これにより、切断部の端面
全面がインクで着色された状態になるので、ペーパークラフトの完成品の外観を向上させ
ることができる。
【００５８】
　また、本実施形態のシート材加工装置およびシート材の加工方法によれば、でんぷんや
ゼラチンなどの水で溶ける可食材料をシート材として用い、このシート材を可食溶液など
を用いて着色して水で切断することにより、従来は作成できなかった精密な食品飾りを、
人体に無害で、且つ、廃棄も容易な材料で作成することができる。
【００５９】
　本実施形態は、水溶紙と水（溶解液）と溶液（前処理液）の組合せを前提に例示したが
、シートを溶解させる溶解液、溶解液を浸透制限もしくはシートを不溶化/強化する前処
理液は他にもありこれに限定されない。また、シートの切断は、本実施形態の切断と加工
の技術を複数組み合わせることにより実現することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の実施形態に係るシート材加工装置の概略構成図である。
【図２】シート材の平面図および断面図（Ｘ－Ｘ断面図）である。
【図３】水の滴下制御による精密加工方法の説明図である。
【図４】前処理による精密加工方法の説明図である。
【図５】前処理による精密加工方法の説明図である。
【図６】熱硬化性溶液による精密加工方法の説明図である。
【図７】熱硬化性溶液による精密加工方法の説明図である。
【図８】ミシン目状の切断部の形成工程の説明図である。
【図９】折り目加工を行うシート材の平面図および断面図（Ｙ－Ｙ断面図）である。
【図１０】厚手のシート材の切断方法の説明図である。
【００６１】
１…シート材加工装置、２…シート材搬送経路、３…搬送機構、４…液滴吐出ヘッド、５
…キャリッジ、６…駆動機構、７…制御部、８…プラテン、９、１０…ローラ対、１１…
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紙送りモータ、１２…カートリッジ、１３…カートリッジ装着部、１４…外部装置、１５
…サーマルヘッド、Ａ…滴下位置、Ｂ…浸透部分、Ｃ、Ｃ１、Ｃ２…浸透部分、Ｄ、Ｄ１
、Ｄ２…浸透部分、Ｌ…切断線、Ｌ１…折り目線、Ｓ…シート材、Ｓ１…モデル
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